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茨城県健康長寿日本一を目指す条例 

 

我が国において人生 100 年時代と言われる長寿社会が進展する中、県民一人一人が

人生の最期まで健やかで心豊かに暮らすことができるよう、ウェルビーイングな社会づ

くりが課題となっている。 

しかしながら、現在、県民の平均寿命と健康寿命との間には差があり、このことは、

本人の健康上の問題はもとより、家族の負担にもつながっている。 

このため、我々には、生活習慣病や日本人の死因の上位を占めるがん、心疾患、脳血

管疾患等の疾病に対して、予防医学等の知見を駆使して適切に対処し、健康寿命をでき

る限り延伸するための取組が求められている。 

健康寿命の延伸は、県民一人一人の幸福ばかりでなく、社会全体の幸福につながるも

のであることから、県民の理解を得て全世代における健康づくりを積極的に進めていく

必要があると考える。 

そこで、健康づくりのための指針を策定し、健康長寿日本一を目指すため、ここにこ

の条例を制定する。 

なお、本条例の施行に当たっては、「茨城県歯と口腔
くう

の健康づくり 8020・6424 推進条

例」及び「茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例」における施

策その他の健康づくりに関する施策と連携して取り組んでいくこととする。 

（目的）  

第１条 この条例は、健康づくりについて、基本理念その他の基本となる事項を定め、

並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにすることにより、健康づくりに関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民一人一人が家庭、学校、職場、地域その

他の様々な場において、生涯にわたって、ウェルビーイングで生き生きと暮らし活躍

できる地域社会の実現及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) ウェルビーイング 個人の権利及び自己実現が保障されており、かつ、肉体的、精

神的及び社会的に良好である状態をいう。 

(2) 健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。 

(3) 健康づくり 全ての県民が健やかで心豊かに暮らすことができるよう、栄養及び食

生活並びに運動、休養、喫煙、飲酒並びに歯及び口腔の健康に関する生活習慣の改善

等に主体的に取り組むことをいう。  

(4) フレイル 加齢に伴う心身の機能の低下等による健康な状態と要介護状態の中間

の虚弱な状態をいう。 

(5) オーラルフレイル 心身の機能の低下をもたらすおそれがある口腔機能の虚弱な

状態をいう。 

(6) 認知症  アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により

日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態をいう。 



 

 
 

(7) 健康づくり関係者 健康づくりのために必要な保健医療サービスを提供する者を

いう。 

（基本理念） 

第３条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。 

(1) 県民が生き生きと暮らすことができるよう、県民一人一人の心身の健康の保持及び

増進を図るための取組であって、その年齢、心身の状態等に応じ、生涯にわたって行

うこと。 

(2) 県民一人一人の健康が県民生活の向上の基礎となることに鑑み、県民の相互の協力

の下、社会全体として推進すること。 

(3) 保健、医療その他関連分野における予防医学等の専門的な知見に基づき、県民総参

加により推進すること。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、健康づ

くりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、健康づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、国、市町村、県民、

健康づくり関係者及び事業者との適切な役割分担の下、これらの者との連携協力及び

調整に資するよう、県の施策等に関する情報の提供を行うよう努めるものとする。 

（市町村との連携協力等）  

第５条 県は、前条第２項の規定による連携協力及び調整を行うに当たっては、特に、

住民に身近な保健医療サービスを実施している市町村と連携協力及び調整を図るよ

う努めるものとする。 

２ 県は、市町村が行う健康づくりに関する施策に関し、第 10 条第１項の規定により実

施した調査研究等の結果及び各種情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

（県民の役割）   

第６条 県民は、基本理念にのっとり、栄養学及び食育に関する適切な知識の習得並び

に栄養及び食生活の改善、運動を行う習慣の定着、適切な休養等の健康な生活習慣の

確立等自らの心身の状態に応じた健康づくりに努めるものとする。 

２ 県民は、定期的な健康診査の受診その他の方法により、自らの心身の状態を把握す

るよう努めるものとする。 

３ 県民は、身近な医師、歯科医師等の健康づくり関係者に適宜相談をし、又は保健指

導若しくは治療を受ける等主体的に行動するよう努めるものとする。 

（健康づくり関係者の役割） 

第７条 健康づくり関係者は、健康づくりに関する情報を共有する等相互の連携協力体

制の整備及び強化を図るとともに、健康づくりの推進に当たっては、基本理念にのっ

とり、保健指導、健康診査、治療その他の保健医療サービスを県民が適宜受けること

ができる環境を整備するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、健康づくりの推進に当たっては、基本理念にのっとり、その使用す

る者が健康づくりを実践しやすい環境を整備するよう努めるものとする。 

（健康づくりに関する計画） 



 

 
 

第９条 県は、乳幼児期（出生から小学校就学の始期に達するまでの期間をいう。以下

同じ。）から高齢期（65 歳以上の期間をいう。以下同じ。）までの各年齢層に応じた健

康づくりを効果的に推進するため、具体的な目標を定めた健康づくりに関する計画を

策定するものとする。 

２ 前項の健康づくりに関する計画は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第８条第

１項に規定する都道府県健康増進計画、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の

４第１項に規定する医療計画、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 118 条第１項

に規定する都道府県介護保険事業支援計画等とする。 

（調査研究等）  

第 10 条 県は、健康づくりに関する施策を策定し、及び専門的な知見に基づき効果的に

実施するため、必要な情報の収集及び分析並びに調査研究を行うものとする。 

２ 市町村は、前項の規定により県が行う情報の収集及び分析並びに調査研究に協力す

るよう努めるものとする。 

（生活習慣病の予防等） 

第 11 条 県は、健康づくり関係者と連携し、生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療

が図られるよう、県民が健康診査、治療等を受診しやすい環境の整備その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（認知症の予防等） 

第 12 条 県は、健康づくり関係者と連携し、認知症の予防、早期発見及び早期治療が図

られるよう、県民が認知症に係る診断、治療等を受診しやすい環境の整備その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、健康づくり関係者と連携し、認知症の人及びその家族が尊厳を保持しつつ、

希望を持って地域社会の一員として安心して暮らすことができるよう、認知症に関す

る正しい知識の普及啓発及び認知症の人に関する正しい理解の増進に努めるものと

する。 

（フレイルの予防及び改善） 

第 13 条 県は、健康づくり関係者と連携し、フレイルの予防及び改善が図られるよう、

相談体制の整備、普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（オーラルフレイルの予防及び改善） 

第 14 条 県は、健康づくり関係者と連携し、オーラルフレイルの予防及び改善が図られ

るよう、県民が定期的に歯科検診等を受診しやすい環境の整備、普及啓発その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（感染症の予防） 

第 15 条 県は、健康づくり関係者と連携し、感染症の予防に関する正しい知識の普及啓

発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（栄養学等に関する知識の習得等） 

第 16 条 県は、健康づくり関係者と連携し、県民が栄養学及び食育に関する知識を習得

するために適切な指導を行うとともに、食塩摂取量の減少及び野菜摂取量の増加をは

じめとする栄養及び食生活の改善に取り組むことができるよう、乳幼児期から高齢期



 

 
 

までの各年齢層に応じた食事の適切な量及び質並びに適量の飲酒に関する普及啓発

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（運動の習慣化の推進等） 

第 17 条 県は、健康づくり関係者と連携し、県民が心身の健康の保持及び増進に取り組

むことができるよう、乳幼児期から高齢期までの各年齢層に応じた運動、筋力トレー

ニングをはじめとする運動その他の身体活動（安静にしている状態より多くの体内エ

ネルギーを消費する全ての身体の動作をいう。以下この条において「運動」という。）

を実践しやすい環境の整備を図るとともに、運動を行う習慣の定着の推進その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（適切な休養等） 

第 18 条 県は、健康づくり関係者と連携し、県民が心身の健康の保持及び増進に取り組

むことができるよう、日常生活における適切な休養及び睡眠の重要性に関する普及啓

発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（心の健康の保持等）  

第 19 条 県は、健康づくり関係者と連携し、県民が心の健康の保持及び増進に取り組む

ことができるよう、相談体制の整備、普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（高齢者の健康づくり） 

第 20 条 県は、健康づくり関係者と連携し、高齢者が自らの心身の状態に応じた健康づ

くりを実践できるよう、普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、健康づくり関係者と連携し、高齢者が生きがいを持って健康な生活を営むこ

とができるよう、高齢者が過ごしやすい居場所づくりのほか、多様な社会的活動に参

加しやすい環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（女性の健康づくり） 

第 21 条 県は、健康づくり関係者と連携し、女性が生涯を通じて、女性に特有の問題を

解決し、自ら健康の保持及び増進に取り組むことができるよう、環境の整備その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

（県民の理解の促進） 

第 22 条 県は、健康づくりの重要性等についての県民の理解及び関心を深めることが 

できるよう、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場を通じて、情報の提供、研修

の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（人生会議に関する普及啓発等）  

第 23 条 県は、県民一人一人の人生の質をより一層高め、全ての県民が、一人の人間と 

しての尊厳を保ちながら健やかで心豊かな人生を最期まで送ることができるよう、健

康づくり関係者と連携し、人生会議（人生の最終段階における医療やケアについて、

県民自身が前もって考え、家族や友人等と繰り返し話し合う取組のことをいう。）につ

いての県民の理解及び関心を深めるための普及啓発を行うとともに、これを担う人材

の育成その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（健康づくりに関する教育の推進） 



 

 
 

第 24 条 県は、健康づくり関係者と連携し、県民が乳幼児期から健康な生活習慣を身に

付けることができるよう、学校、幼稚園、保育所等における健康づくりに関する教育

の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の確保及び育成） 

第 25 条 県は、この条例に定める施策を推進するため、健康づくりに関する専門的な人

材の確保、育成その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（年次報告） 

第 26 条 知事は、毎年度、健康づくりに関して講じた施策の実施状況及び成果を取りま

とめ、議会に対し報告するとともに、これを公表するものとする。 

（推進体制の整備） 

第 27 条 県は、この条例に基づく健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進 

するため、当該施策に係る体制を整備するよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第 28 条 県は、この条例に基づく健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政 

上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議第６号 

 

   茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例の一部

を改正する条例 

 

 上記議案を別紙のとおり茨城県議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出します。 

 

  令和６年６月４日 

 

 茨城県議会議長 半 村   登 殿 

 

提出者  茨城県議会議員 海 野   透 
 

同    葉 梨   衛 
 

      同    白 田 信 夫 
 

      同    飯 塚 秋 男 
 

      同    細 谷 典 幸 
 

      同    小 川 一 成 
 

       同    田 山 東 湖 
 

       同    森 田 悦 男 
 

       同    常 井 洋 治 
 

       同    川 津   隆 
 

       同    伊 沢 勝 徳 
 

       同    石 井 邦 一 

 

      同    戸井田 和 之 
  

      同    星 田 弘 司 
 



茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例の一部を改 

正する条例 

 

茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例（平成 27 年茨城県条例

第 71 号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「県民」を「がん医療に関する情報を提供するとともに，県民」に改

める。 

第３条中「教育関係者」を「教育関係者等」に改める。 

第５条第１項中「がん検診」の次に「及びその結果に基づく精密検査」を加える。 

第８条中「及び生徒」を「，生徒及び学生」に改める。 

第 11 条第１号中「受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において，他人のたばこの煙

を吸わされる」を「望まない受動喫煙（人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙に

さらされる」に改め、同条第２号中「未成年者」を「20 歳未満の者」に改める。 

第 12 条第１号中「保護者」の次に「並びに学生」を、「啓発」の次に「並びに参療に

関する理解の増進」を加える。 

第 14 条中「100 分の 50」を「100 分の 60」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 県は，前項に規定するがん検診について，特に，国民健康保険の保険者として市町

村とともに国民健康保険の被保険者の受診率の向上を図りつつ，当該受診率と他の保

険者との間の受診率及び市町村間の受診率の格差の是正に努めるものとする。 

 第 15 条第３号中「ほか，」の次に「がん保険等の有用性を含めた」を加える。 

第 17 条第１号中「国が定める指針に基づいて厚生労働大臣が指定する都道府県がん

診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院」を「地域のがん医療の連携協力体制

の構築等に関し，中心的な役割を担う病院として国が定める指針に基づき厚生労働大臣

が指定する県の唯一の都道府県がん診療連携拠点病院である茨城県立中央病院及び地

域がん診療連携拠点病院等」に改め、「高度な放射線治療その他の」を削り、同条第５号

中「充実」の次に「及びがん患者の治療に係る満足度の向上」を加え、同号を同条第７

号とし、同条第４号の次に次の２号を加える。 

(5) がんゲノム医療の推進 

(6) 妊孕
にんよう

性温存療法及び温存後生殖補助医療の推進 

 第 20 条の見出し中「小児がん対策」を「小児及びＡＹＡ
あ や

世代のがん対策」に改め、同

条中「県は，小児がん対策」を「県は，小児及びおおむね 15 歳以上 40 歳未満の者（以

下「ＡＹＡ
あ や

世代」という。）のがん対策」に改め、同条第１号中「小児がん」を「小児及

びＡＹＡ
あ や

世代のがん」に改め、同条第２号中「小児がん」を「小児及びＡＹＡ
あ や

世代のが

ん」に、「又は生徒」を「，生徒又は学生」に、「学校教育」を「教育」に改め、同条第

３号中「小児がん対策」を「小児及びＡＹＡ
あ や

世代のがん対策」に改める。 

 第 22 条中「がん患者の身体的又は精神的な苦痛の緩和，社会生活上の不安の軽減等を

目的とする医療，看護，介護」を「がんその他の特定の疾病に罹
り

患した者に係る身体的

若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活の質

の維持向上を図ることを主たる目的とする治療，看護」に改める。 

 第 23 条第１項第３号中「主治医以外の医師による助言」を「診断又は治療に関して担



当医師以外の医師の意見を聞くこと」に改め、同項中第５号を第６号とし、第４号の次

に次の１号を加える。 

 (5) アピアランスケア（医学的，整容的及び心理社会的支援により外見の変化を補完

するとともに，当該変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアをいう。）等社会

参加の促進に対する支援 

第 25 条第１項中「第 11 条第１項」を「第 12 条第１項」に改める。 

 第 28 条を第 29 条とし、第 27 条を第 28 条とし、第 26 条を第 27 条とし、第 25 条の 

次に次の１条を加える。 

（調査） 

第 26 条 県は，がん対策に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため，がん検診の 

状況その他当該施策の実施に関し必要な事項について，定期的に調査を行うものとす 

る。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


